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一　

清
末
の
籌
備
立
憲
と
各
部
に
よ
る
九
ヶ
年
計
画

　

二
〇
世
紀
初
頭
に
展
開
さ
れ
た
清
朝
に
よ
る
改
革
政
策
、
通
称
「
清
末
新
政
」
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
稿（

１
）な

ど
に
お
い

て
も
論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
特
に
欧
米
や
日
本
を
モ
デ
ル
と
す
る
近
代
立
憲
政
体
へ
の
移
行
を
目
標
と
し
て
包
括
的
な
制
度
改
革
が
推

進
さ
れ
た
こ
と
は
、伝
統
的
な
王
朝
体
制
下
の
国
家
シ
ス
テ
ム
か
ら
の
再
編
を
促
進
す
る
契
機
と
な
っ
た
。具
体
的
な
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
は
、

一
九
〇
八
年
に
お
け
る
八
年
後
の
憲
法
公
布
と
国
会
開
設
の
方
針
決
定
に
よ
り
、
同
年
を
開
始
年
度
と
す
る
九
ヶ
年
計
画
が
立
案
さ
れ
、
そ

れ
を
基
礎
に
以
後
各
年
の
改
革
が
実
施
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
で
、
行
政
・
立
法
・
司
法
の
各
分
野
に
わ
た
る
近
代
制
度
の
確
立
が
実
現
を
見

て
い
っ
た
。
辛
亥
革
命
に
よ
る
中
断
ま
で
の
わ
ず
か
な
期
間
と
は
言
え
、
こ
う
し
た
立
憲
制
導
入
に
と
も
な
う
体
系
的
改
革
が
推
進
さ
れ
た

こ
と
の
意
味
は
大
き
く
、
本
稿
で
は
特
に
同
時
期
の
清
朝
の
改
革
政
策
を
、
当
時
の
用
語
か
ら
、
立
憲
制
施
行
準
備
を
意
味
す
る
「
籌
備
立

憲
」
と
規
定
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

　

こ
の
籌
備
立
憲
の
過
程
で
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
一
九
〇
八
年
に
お
け
る
八
年
後
か
ら
の
立
憲
制
施
行
を
目
標
と
す
る
九
ヶ
年
計
画
立

案
が
重
要
な
画
期
と
な
っ
た
。
当
時
の
用
語
で
「
逐
年
籌
備
事
宜
」
と
称
さ
れ
た
こ
の
年
次
計
画
は
、
憲
法
草
案
た
る
「
憲
法
大
綱
」
な
ど

清
末
に
お
け
る
各
部
立
案
籌
備
立
憲
九
ヶ
年
計
画

千
葉　

正
史
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と
あ
わ
せ
て
制
度
改
革
検
討
機
関
で
あ
る
憲
政
編
査
館
に
よ
り
同
年
八
月
二
七
日
（
光
緒
三
四
年
八
月
一
日
）
に
提
出
さ
れ
、
同
年
を
第
一

年
と
し
て
一
九
一
六
年
ま
で
の
九
ヶ
年
間
に
実
行
す
べ
き
政
策
課
題
が
、
そ
の
実
施
を
担
当
す
べ
き
部
署
と
と
も
に
リ
ス
ト
化
さ
れ
て
列
挙

さ
れ
た（

２
）。

合
計
で
の
べ
九
二
箇
条
に
達
す
る
そ
の
内
容
は
、
議
会
・
地
方
自
治
制
な
ど
の
政
治
制
度
を
は
じ
め
と
し
て
、
財
政
・
司
法
・
法

制
・
警
察
・
教
育
・
戸
籍
制
度
等
の
諸
分
野
に
わ
た
り
、
政
治
体
制
の
近
代
化
に
と
ど
ま
ら
ず
、
中
国
社
会
の
近
代
的
変
革
を
目
標
と
す
る

も
の
で
あ
っ
た（

３
）。

こ
れ
を
受
け
て
、
慈
禧
皇
太
后
（
西
太
后
）
と
光
緒
帝
に
よ
り
八
年
後
の
立
憲
制
施
行
が
正
式
に
決
定
さ
れ
、
以
後
準
備

を
逐
年
籌
備
事
宜
に
従
っ
て
進
め
る
よ
う
、
中
央
・
地
方
の
各
官
僚
・
各
部
門
に
指
示
が
下
さ
れ
た（

４
）。

　

こ
れ
ら
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
清
末
新
政
の
重
要
な
施
策
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
も
知
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
、
こ
の
後
さ
ら
に
行
政
各
部

門
ご
と
に
立
憲
制
施
行
に
向
け
た
政
策
課
題
の
立
案
が
命
じ
ら
れ
、
翌
年
ま
で
に
中
央
政
府
各
部
ご
と
に
九
ヶ
年
の
年
次
計
画
が
作
成
さ
れ

た
こ
と
は
、概
説
書
な
ど
で
は
ま
ず
言
及
さ
れ
ず
、こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
十
分
な
研
究
が
な
さ
れ
ぬ
ま
ま
近
年
に
至
っ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、

こ
の
清
末
に
立
案
さ
れ
た
各
部
に
よ
る
籌
備
立
憲
の
た
め
の
九
ヶ
年
計
画
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
特
に
そ
の
史
料
状
況
に
つ
い
て
紹
介
す
る

こ
と
と
し
た
い
。

二　

各
部
籌
備
立
憲
九
ヶ
年
計
画
の
立
案
と
実
施

　

ま
ず
、
こ
う
し
た
年
次
計
画
が
立
案
さ
れ
た
経
緯
と
、
そ
の
後
の
実
施
の
過
程
を
、
簡
単
に
説
明
し
て
お
く
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
一
九
〇
八
年
八
月
二
七
日
に
憲
法
大
綱
と
と
も
に
逐
年
籌
備
事
宜
を
策
定
し
た
清
朝
政
府
は
、
以
後
こ
れ
に
従
っ
て

一
九
一
六
年
ま
で
の
改
革
政
策
に
着
手
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
か
ら
約
二
ヶ
月
後
の
一
〇
月
二
三
日
（
光
緒
三
四
年
九
月
二
九
日
）

に
至
り
、
慈
禧
皇
太
后
ら
に
よ
り
以
下
の
よ
う
な
上
諭
（
勅
命
）
が
中
央
の
各
部
に
対
し
て
下
さ
れ
た
。
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憲
九
ヶ
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計
画

　

先
に
憲
政
編
査
館
・
資
政
院
に
よ
り
、
議
院
開
設
以
前
に
各
年
度
ご
と
に
実
行
す
べ
き
準
備
項
目
に
つ
い
て
リ
ス
ト
を
作
成
し
、
上

奏
・
提
出
さ
せ
た
。
ま
さ
に
勅
命
を
下
し
て
中
央
・
地
方
の
官
僚
に
訓
諭
し
、
期
限
に
従
っ
て
着
手
さ
せ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
て
、

リ
ス
ト
に
ま
と
め
ら
れ
た
各
部
門
の
準
備
項
目
に
つ
い
て
見
る
と
、
議
院
の
開
設
に
最
も
関
連
し
た
も
の
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ

り
、
リ
ス
ト
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
各
部
門
に
つ
い
て
は
何
ら
責
任
を
負
わ
ず
、
準
備
と
は
無
関
係
で
良
い
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
。
例
え
ば
外
務
部
は
、
職
務
は
外
交
事
務
を
考
査
し
、
外
交
人
材
を
養
成
す
る
こ
と
に
あ
る
。
吏
部
は
、
職
務
は
人
事
制
度
を
改
革

し
、
任
用
を
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。
礼
部
は
、
職
務
は
礼
教
を
修
明
し
、
風
俗
を
改
良
す
る
こ
と
に
あ
る
。
陸
軍
部
は
、
職
務
は
国

防
を
強
固
に
し
、
軍
勢
を
振
興
す
る
こ
と
に
あ
る
。
農
工
商
部
は
、
職
務
は
実
業
を
提
唱
し
、
利
権
を
保
全
す
る
こ
と
に
あ
る
。
郵
伝

部
は
、
職
務
は
形
勢
を
推
し
量
り
、
交
通
政
策
を
総
合
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。
理
藩
部
は
、
職
務
は
藩
部
の
情
勢
を
考
査
し
、

辺
境
事
務
を
整
理
す
る
こ
と
に
あ
る
。
み
な
憲
政
と
密
接
に
関
連
す
る
事
で
あ
り
、
必
然
的
に
連
動
し
て
進
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
即

ち
リ
ス
ト
に
盛
り
込
ま
れ
た
民
政
部
・
度
支
部
・
学
部
・
法
部
な
ど
の
部
門
に
つ
い
て
も
、
な
お
十
分
で
は
な
い
項
目
が
少
な
か
ら
ず

存
在
す
る
。
も
し
一
面
の
み
に
と
ら
わ
れ
て
目
配
り
を
欠
き
、
周
到
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
議
院
開
設
の
時
期
に
至
っ
て
も
、
態
勢
は

備
わ
ら
ず
、
紛
糾
が
頻
発
す
る
こ
と
を
恐
れ
る
。
各
部
門
に
命
ず
。
六
ヶ
月
以
内
に
、
憲
政
編
査
館
・
資
政
院
が
先
に
提
出
し
た
リ
ス

ト
の
形
式
に
準
拠
し
て
、そ
れ
ぞ
れ
の
管
轄
項
目
に
つ
い
て
こ
の
九
ヶ
年
に
実
施
す
べ
き
課
題
を
、時
期
を
分
け
て
列
挙
し
上
奏
せ
よ
。

憲
政
編
査
館
に
交
付
し
て
、
合
同
で
検
討
し
、
勅
裁
を
へ
て
実
行
さ
せ
る
こ
と
で
、
権
限
を
明
確
に
し
、
責
任
逃
れ
に
陥
る
こ
と
の
な

い
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ
る
（
前
據
憲
政
編
査
館
・
資
政
院
、
將
議
院
未
開
以
前
逐
年
應
行
籌
備
事
宜
、
開
單
具
奏
。
當
經
降
旨
、
諄

諭
内
外
臣
工
、
依
期
舉
辦
。
査
單
開
各
衙
門
籌
備
事
宜
、
係
就
與
開
設
議
院
最
關
切
近
者
而
言
、
非
謂
未
列
單
内
之
各
衙
門
、
便
可
不

受
責
成
、
逍
遙
事
外
。
如
外
務
部
、
職
在
考
査
外
事
、
作
養
使
才
。
吏
部
、
職
在
變
通
選
法
、
考
覈
任
用
。
禮
部
、
職
在
修
明
禮
教
、

移
易
風
俗
。
陸
軍
部
、
職
在
鞏
固
國
防
、
振
興
軍
勢
。
農
工
商
部
、
職
在
提
倡
實
業
、
保
守
利
權
。
郵
傳
部
、
職
在
審
度
形
勢
、
統
籌
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交
通
。
理
藩
部
、
職
在
考
査
藩
情
、
整
飭
邊
務
。
皆
與
憲
政
息
息
相
通
、
理
應
同
時
並
進
。
即
已
入
單
内
之
民
政
部
・
度
支
部
・
學
部
・

法
部
等
衙
門
、
尚
多
有
未
盡
事
宜
。
若
顧
此
失
彼
、
偏
而
不
全
、
恐
屆
開
設
議
院
之
期
、
規
模
未
備
、
致
滋
紛
擾
。
著
各
衙
門
、
統
限

六
箇
月
内
、
按
照
該
館
院
前
奏
格
式
、
各
就
本
管
事
宜
、
以
九
年
應
有
辦
法
、
分
期
臚
列
奏
明
。
交
憲
政
編
査
館
、
會
同
覆
覈
、
請
旨

遵
行
、
以
專
責
成
、
而
杜
遷
延（

５
））。

　

こ
の
よ
う
に
、
各
部
に
対
し
て
そ
の
職
責
が
い
ず
れ
も
憲
政
と
密
接
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
、「
リ
ス
ト
」
す
な
わ
ち
逐
年

籌
備
事
宜
の
列
挙
項
目
に
実
施
課
題
が
盛
り
込
ま
れ
た
部
の
み
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
全
て
の
部
を
対
象
と
し
て
今
後
六
ヶ
月
以
内
に
各

部
ご
と
に
各
自
管
轄
す
る
政
策
に
つ
い
て
逐
年
籌
備
事
宜
に
準
ず
る
形
で
年
次
計
画
を
作
成
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。

　

こ
う
し
た
方
針
の
表
明
に
よ
り
、
以
後
翌
年
に
か
け
て
列
挙
さ
れ
た
各
部
に
よ
り
行
政
各
分
野
ご
と
の
年
次
計
画
作
成
が
着
手
さ
れ
た
。

こ
の
間
、
一
九
〇
八
年
一
一
月
の
一
四
日
（
光
緒
三
四
年
一
〇
月
二
一
日
）
と
一
五
日
（
一
〇
月
二
二
日
）
に
は
光
緒
帝
と
慈
禧
皇
太
后
の

相
次
ぐ
死
去
が
あ
り
、清
朝
の
政
権
中
枢
は
大
き
な
変
動
に
見
舞
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、八
年
後
の
立
憲
制
施
行
と
、そ
れ
に
向
け
て
の
「
逐

年
籌
備
事
宜
」
を
柱
と
す
る
年
次
計
画
の
実
施
方
針
は
、
変
更
を
見
る
こ
と
な
く
、
宣
統
帝
と
そ
の
摂
政
を
務
め
る
醇
親
王
載
灃
の
政
権
に

継
承
さ
れ
た
。
そ
し
て
各
部
に
よ
る
九
ヶ
年
計
画
の
立
案
に
つ
い
て
も
、
同
年
一
二
月
一
八
日
（
一
一
月
二
五
日
）
に
期
限
内
の
提
出
を
厳

命
す
る
上
諭
を
下
す
な
ど（

６
）、

そ
の
実
施
に
向
け
て
各
部
を
督
励
し
て
い
る
。

　

か
く
し
て
、
期
限
と
さ
れ
た
一
九
〇
九
年
四
月
（
宣
統
二
年
閏
二
月
）
に
至
り
、
下
記
の
よ
う
に
清
朝
中
央
の
各
部
は
次
々
と
籌
備
立
憲

の
た
め
の
政
策
方
針
を
上
奏
し
、
あ
わ
せ
て
大
多
数
の
部
に
よ
り
行
政
各
分
野
の
九
ヶ
年
の
年
次
計
画
が
提
出
さ
れ
た（

７
）。

郵
伝
部
：
四
月
八
日
（
閏
二
月
一
八
日
）

農
工
商
部
：
四
月
八
日
（
閏
二
月
一
八
日
）

民
政
部
：
四
月
一
三
日
（
閏
二
月
二
三
日
）
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末
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部
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案
籌
備
立
憲
九
ヶ
年
計
画

理
藩
部
：
四
月
一
四
日
（
閏
二
月
二
四
日
）
＊
年
次
計
画
は
未
作
成

陸
軍
部
：
四
月
一
六
日
（
閏
二
月
二
六
日
）

吏
部
：
四
月
一
七
日
（
閏
二
月
二
七
日
）

法
部
：
四
月
一
七
日
（
閏
二
月
二
七
日
）

外
務
部
：
四
月
一
八
日
（
閏
二
月
二
八
日
）
＊
年
次
計
画
は
未
作
成

学
部
：
四
月
一
八
日
（
閏
二
月
二
八
日
）

礼
部
：
四
月
一
九
日
（
閏
二
月
二
九
日
）
＊
年
次
計
画
は
未
作
成

　

な
お
各
部
の
ほ
か
に
、
最
高
裁
判
所
に
相
当
す
る
大
理
院
も
、
独
自
の
判
断
で
司
法
分
野
で
の
籌
備
立
憲
に
向
け
た
課
題
方
針
を
四
月

二
七
日
（
三
月
八
日
）
に
上
奏
し
て
い
る（

８
）。

　

こ
う
し
て
提
出
さ
れ
た
各
部
の
籌
備
立
憲
政
策
方
針
な
ら
び
に
九
ヶ
年
計
画
は
、
集
約
さ
れ
て
憲
政
編
査
館
に
送
ら
れ
て
、
そ
の
審
査
を

受
け
た
。
結
果
は
約
半
年
後
の
九
月
二
七
日
（
八
月
一
四
日
）、「
籌
備
未
尽
事
宜
清
単
」
と
し
て
提
出
さ
れ
、
各
部
ご
と
に
問
題
点
や
補
足

す
べ
き
点
な
ど
の
意
見
が
付
け
ら
れ
た（

９
）。

こ
れ
を
受
け
て
、
部
に
よ
っ
て
は
計
画
の
追
加
立
案
な
ど
も
な
さ
れ
た
が）

（1
（

、
そ
の
上
で
そ
の
内
容

の
着
実
な
実
行
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
逐
年
籌
備
事
宜
と
あ
わ
せ
て
、
こ
れ
ら
の
年
次
計
画
は
、
以
後
毎
年
半
期
ご
と
に
そ
の
実

施
状
況
を
報
告
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
、
上
半
期
の
報
告
は
陰
暦
八
月
、
下
半
期
の
報
告
は
翌
年
二
月
に
、
そ
れ
ぞ
れ
立
案
し
た
部
が

皇
帝
に
上
奏
し
、
同
時
に
憲
政
編
査
館
へ
と
提
出
す
る
形
で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
た）

（（
（

。
ま
た
実
施
計
画
に
つ
い
て
も
、
状
況
の
変
化
に
応

じ
て
柔
軟
に
修
正
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
毎
年
年
末
に
翌
年
の
計
画
を
改
め
て
皇
帝
お
よ
び
憲
政
編
査
館
に
提
出
す
る
こ
と
が
規

定
さ
れ
た）

（1
（

。
こ
れ
ら
の
規
定
に
関
し
て
は
、
系
統
的
に
実
施
状
況
を
追
う
こ
と
の
で
き
る
郵
伝
部
を
例
に
見
れ
ば
、
若
干
の
時
期
の
遅
れ
は

見
ら
れ
る
も
の
の
、
辛
亥
革
命
勃
発
後
の
一
九
一
二
年
一
月
ま
で
遵
守
実
行
さ
れ）

（1
（

、
革
命
に
よ
る
清
朝
政
権
の
終
焉
ま
で
、
そ
の
政
策
を
規



九
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定
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

三　

各
部
籌
備
立
憲
九
ヶ
年
計
画
を
め
ぐ
る
研
究
の
現
状
と
史
料
面
で
の
制
約

　

以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
事
実
か
ら
、
こ
の
籌
備
立
憲
に
と
も
な
う
各
部
に
よ
る
九
ヶ
年
計
画
の
立
案
と
実
施
が
、
清
末
中
国
の
改
革
過
程

の
中
で
相
応
に
重
要
な
比
重
を
占
め
る
施
策
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
立
憲
制
の
実
施
と
い
う
目
標
が
、
清
朝
に
と
り
自
ら
の

体
制
の
総
変
革
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
全
分
野
を
挙
げ
て
の
改
革
・
近
代
化
に
取
り
組
も
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
、
こ
こ

か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
け
る
評
価
は
、
概
し
て
否
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
で
き
る
。

　

同
時
期
の
清
朝
の
改
革
に
関
し
て
は
、
近
年
中
国
の
学
界
で
研
究
が
活
発
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
専
門
書
も
複
数
出
さ
れ
て

い
る
。
一
九
九
三
年
出
版
と
、
そ
の
早
い
事
例
で
あ
る
韋
慶
遠
ら
著
『
清
末
憲
政
史
』
は
、
文
字
通
り
清
末
の
立
憲
制
実
施
を
目
指
し
た
改

革
過
程
の
包
括
的
な
概
説
書
で
あ
り
、
各
部
に
よ
る
九
ヶ
年
計
画
の
立
案
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
早
期
の
研
究
の
一
つ
で
も
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
そ
の
内
容
は
全
体
的
な
立
案
及
び
憲
政
編
査
館
に
よ
る
審
査
の
過
程
を
簡
単
に
紹
介
し
た
も
の
で
あ
り
、
各
部
ご
と
の
計
画
の

具
体
的
内
容
や
、
そ
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
は
、
分
析
を
加
え
て
い
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
評
価
と
し
て
は
、「
純
然
た
る
各
部
門
の

職
権
範
囲
内
で
の
日
常
事
務
や
、
一
般
行
政
上
の
改
革
措
置
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、「
籌
備
立
憲
」
と
は
全
く
関
係
な
い
」
と
い
う
言
葉

で
、
事
実
上
切
り
捨
て
て
い
る）

（1
（

。
こ
う
し
た
「
籌
備
立
憲
」
を
政
治
制
度
と
直
接
関
わ
る
分
野
の
改
革
に
狭
く
限
定
し
、
そ
う
し
た
観
点
か

ら
各
部
に
よ
る
計
画
立
案
の
意
義
を
否
定
す
る
と
い
う
主
張
は
、
そ
の
後
二
〇
一
二
年
に
出
版
さ
れ
た
同
書
の
増
補
版
で
あ
る
『
清
末
立

憲
史
』
に
も
全
く
同
じ
文
面
で
踏
襲
さ
れ）

（1
（

、
二
〇
年
近
く
を
経
て
も
な
お
見
解
に
大
き
な
変
化
が
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、

二
〇
一
一
年
出
版
の
彭
剣
著
『
清
季
憲
政
編
査
館
研
究
』
で
は
、
若
干
各
部
の
計
画
内
容
に
つ
い
て
具
体
的
な
言
及
を
お
こ
な
っ
て
い
る
も
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末
に
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部
立
案
籌
備
立
憲
九
ヶ
年
計
画

の
の
、
ご
く
一
部
分
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
全
容
を
ふ
ま
え
た
分
析
を
加
え
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
そ
し
て
評
価
に
関
し
て
も
、
基
本
的
に

は
先
の
『
清
末
憲
政
史
』
な
ど
と
同
様
に
、「
郵
伝
部
・
農
工
商
部
・
外
務
部
・
陸
軍
部
な
ど
の
部
の
「
籌
備
清
単
（
＝
課
題
リ
ス
ト
）」
は
、

全
く
憲
政
と
無
関
係
で
あ
る
」
と
の
言
葉
で
、
そ
の
大
部
分
に
つ
い
て
無
駄
な
内
容
の
も
の
と
否
定
し
て
い
る）

（1
（

。

　

こ
う
し
た
中
国
の
学
界
に
お
け
る
否
定
的
評
価
は
、
一
つ
に
は
辛
亥
革
命
に
至
る
革
命
運
動
展
開
の
過
程
と
し
て
清
末
時
期
の
歴
史
を
位

置
付
け
る
「
革
命
史
観
」
の
影
響
が
、な
お
清
朝
の
改
革
に
対
し
て
肯
定
的
に
見
る
こ
と
を
難
し
い
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

ま
さ
に
革
命
前
夜
へ
と
向
か
う
時
期
に
実
施
さ
れ
た
改
革
計
画
を
評
価
す
る
こ
と
は
、
辛
亥
革
命
の
必
然
性
に
異
議
を
唱
え
る
に
等
し
い
こ

と
で
あ
る
以
上
、
革
命
史
観
に
も
と
づ
く
歴
史
認
識
に
立
脚
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
中
国
の
研
究
者
に
と
っ
て
は
、
何
ら
か
の
理
由
で
否

定
的
見
解
を
示
さ
ざ
る
を
得
な
い
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
中
国
に
お
け
る
研
究
の
上
で
は
、
こ
れ
ま
で
史
料
上
の

制
約
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
各
部
に
よ
る
九
ヶ
年
計
画
立
案
に
関
す
る
史
料
状
況
を
見
る
と
、
提
出
後
の
憲
政

編
査
館
に
よ
る
検
討
結
果
を
ま
と
め
た
「
籌
備
未
尽
事
宜
清
単
」
に
つ
い
て
は
、
籌
備
立
憲
に
関
す
る
基
礎
史
料
集
で
あ
る
『
清
末
籌
備
立

憲
檔
案
史
料
』
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
前
述
の
各
書
も
引
用
し
て
い
る
。
だ
が
、
肝
心
の
年
次
計
画
、
及
び
そ
の
立
案
主
旨
に
つ
い
て
説
明

し
た
提
出
に
際
し
て
の
各
部
の
上
奏
文
に
つ
い
て
は
、
一
切
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
実
は
『
清
末
憲
政
史
』
及
び
『
清
末
立
憲
史
』
は
、
計

画
そ
れ
自
体
を
原
文
に
基
づ
い
て
確
認
す
る
こ
と
な
く
、「
籌
備
未
尽
事
宜
清
単
」
か
ら
間
接
的
に
内
容
を
把
握
し
た
だ
け
で
、
先
に
述
べ

た
よ
う
な
評
価
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
『
清
季
憲
政
編
査
館
研
究
』
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
北
京
の
中
国
第
一
歴
史
檔
案
館
に

所
蔵
さ
れ
て
い
る
清
末
時
期
の
「
硃
批
奏
摺
」
中
に
残
さ
れ
て
い
た
「
各
衙
門
奏
逐
年
籌
備
事
宜
目
録）

（1
（

」
を
使
用
し
て
、
ま
ず
各
部
に
よ
る

計
画
の
提
出
状
況
を
把
握
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
文
字
通
り
ど
の
部
が
計
画
を
提
出
し
た
か
を
列
挙
し
た
目
録
に
過
ぎ
ず
、
年
次
計
画

の
内
容
に
関
し
て
は
、
後
述
す
る
『
大
清
宣
統
政
紀
』
か
ら
農
工
商
部
の
事
例
を
紹
介
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
中
国
で
の
研
究
で
は
、
原
史
料
を
参
照
し
て
各
部
に
よ
る
九
ヶ
年
計
画
の
内
容
を
分
析
し
た
も
の
は
な
い
。



一
〇
〇

こ
う
し
た
研
究
上
の
制
約
が
意
味
す
る
の
は
、
現
在
こ
れ
ら
の
原
史
料
は
中
国
本
土
に
は
残
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
年
次
計

画
の
内
容
に
関
し
て
は
、
宣
統
帝
在
位
期
間
の
基
礎
史
料
で
あ
る
『
大
清
宣
統
政
紀
』
に
一
通
り
掲
載
さ
れ
て
お
り）

（1
（

、
こ
の
ほ
か
清
朝
後
期

の
政
治
制
度
史
に
関
す
る
文
献
を
ま
と
め
た
『
清
朝
続
文
献
通
考
』
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
た
だ
、こ
れ
ら
の
史
料
で
は
、提
出
に
あ
た
っ

て
立
案
主
旨
を
述
べ
た
各
部
の
上
奏
文
は
ほ
と
ん
ど
収
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
計
画
の
細
部
に
省
略
も
見
ら
れ
る
な
ど
、
完
全
に
そ
の
内

容
を
把
握
す
る
上
で
は
制
約
が
存
在
す
る
。

　

筆
者
は
、
か
つ
て
こ
の
各
部
に
よ
る
九
ヶ
年
計
画
の
立
案
に
つ
い
て
、
交
通
行
政
を
管
轄
す
る
郵
伝
部
の
計
画
を
事
例
に
研
究
に
取
り
組

ん
だ）

11
（

。
そ
の
際
に
は
、
同
部
の
上
奏
文
と
提
出
案
件
を
収
録
し
た
文
献
史
料
と
し
て
『
郵
伝
部
奏
議
類
編
・
続
編
』
が
編
纂
さ
れ
て
い
た
こ

と
か
ら
、
こ
れ
を
用
い
て
そ
の
全
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
よ
う
に
、
部
に
よ
っ
て
は
個
別
の
史
料
か
ら
計
画
の
立
案
な

ら
び
に
実
施
の
状
況
を
解
明
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る）

1（
（

。
た
だ
、
多
く
の
部
に
関
し
て
は
、
必
ず
し
も
利
用
可
能
な
史
料
に
恵
ま
れ
ず
、
計

画
の
実
態
を
解
明
す
る
上
で
は
、
一
貫
し
て
制
約
が
存
在
し
て
き
た
。

四　

台
北
故
宮
博
物
院
に
お
け
る
清
朝
檔
案
の
所
蔵
と
籌
備
立
憲
九
ヶ
年
計
画
原
史
料
の
発
見

　

こ
う
し
た
制
約
を
打
破
す
る
鍵
と
な
る
原
史
料
の
存
在
は
、
中
国
本
土
で
は
な
く
、
台
湾
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
な
ぜ

そ
の
よ
う
な
状
況
が
生
じ
る
に
至
っ
た
の
か
を
、
ま
ず
簡
潔
に
説
明
す
る
こ
と
と
し
た
い）

11
（

。

　

そ
も
そ
も
清
朝
時
代
に
は
、
第
五
代
の
雍
正
帝
時
期
を
画
期
と
し
て
、
政
治
意
志
の
決
定
は
全
国
各
地
の
官
僚
よ
り
皇
帝
に
直
接
提
出
さ

れ
る
「
奏
摺
」
と
称
さ
れ
る
上
奏
文
を
用
い
た
決
裁
を
主
要
な
手
段
と
し
て
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
奏
摺
を
受
け
取
っ
た
皇

帝
は
、
指
示
を
「
硃
批
」
す
な
わ
ち
朱
筆
の
コ
メ
ン
ト
と
し
て
書
き
込
み
、
そ
れ
を
上
奏
し
た
官
僚
に
送
り
返
す
こ
と
で
、
自
ら
の
決
定
を



一
〇
一

清
末
に
お
け
る
各
部
立
案
籌
備
立
憲
九
ヶ
年
計
画

伝
え
た
。
官
僚
は
、
硃
批
を
拝
受
し
た
後
、
そ
れ
を
再
び
朝
廷
へ
と
返
送
し
、
宮
中
に
て
保
管
さ
れ
る
と
い
う
手
続
き
が
と
ら
れ
た
。
こ
う

し
て
宮
中
で
奏
摺
の
原
本
が
保
管
さ
れ
る
と
と
も
に
、
上
奏
者
に
返
送
す
る
際
に
は
副
本
が
作
成
さ
れ
、
軍
機
処
で
保
管
さ
れ
る
と
い
う
手

続
き
も
と
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
長
年
に
わ
た
り
蓄
積
さ
れ
た
奏
摺
の
史
料
群
は
、
前
者
を
「
硃
批
奏
摺
」、
後
者
を
「
録
副
奏
摺
」
と
称
し

て
区
別
さ
れ
る
が
、
中
央
の
官
僚
や
部
門
か
ら
の
奏
摺
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
硃
批
を
書
き
込
ま
ず
に
直
接
口
頭
で
皇
帝
か
ら
の
指
示

が
伝
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
宮
中
で
の
保
管
の
対
象
と
は
な
ら
ず
、
原
本
を
軍
機
処
に
て
「
録
副
奏
摺
」
と
と
も
に
保
管
す
る
と
い
う
措
置

が
と
ら
れ
た
。

　

こ
う
し
た
奏
摺
に
よ
る
決
裁
過
程
に
と
も
な
っ
て
形
成
さ
れ
た
史
料
群
は
、
辛
亥
革
命
に
至
る
ま
で
の
清
朝
の
各
時
代
の
政
策
を
体
系
的

に
記
録
す
る
価
値
を
有
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
清
末
の
籌
備
立
憲
の
過
程
で
も
、
時
々
の
改
革
方
針
の
検
討
は
奏
摺
に
よ
り
皇
帝
＝
同
時
代

に
は
慈
禧
皇
太
后
な
い
し
醇
親
王
に
提
出
さ
れ
、
そ
の
決
裁
を
経
て
実
施
さ
れ
て
い
っ
た
。
一
九
〇
九
年
四
月
に
各
部
よ
り
提
出
さ
れ
た
籌

備
立
憲
の
九
ヶ
年
計
画
に
つ
い
て
も
、
原
本
は
「
録
副
奏
摺
」
の
一
部
と
し
て
軍
機
処
に
て
順
次
保
管
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
や
が

て
大
き
な
歴
史
の
う
ね
り
が
、
こ
れ
ら
の
史
料
の
所
在
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
辛
亥
革
命
後
も
、
奏
摺
な
ど
清
朝
時
代

の
朝
廷
の
「
檔
案
」
す
な
わ
ち
文
書
史
料
は
故
宮
で
保
管
さ
れ
、
一
九
二
四
年
の
溥
儀
出
宮
と
翌
年
の
故
宮
博
物
院
成
立
後
は
中
華
民
国
政

府
の
管
理
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
そ
の
後
十
五
年
戦
争
時
期
に
至
っ
て
他
の
故
宮
文
物
と
と
も
に
内
陸
部
な
ど
へ
の
疎
開
が
開
始
さ
れ
、

さ
ら
に
戦
後
の
国
共
内
戦
末
期
に
国
民
党
政
権
の
手
で
台
湾
へ
の
搬
出
に
着
手
さ
れ
た
。
だ
が
、
こ
れ
は
結
局
完
了
す
る
前
に
中
断
し
、
以

後
清
朝
檔
案
は
北
京
と
台
湾
と
で
分
か
れ
て
収
蔵
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
北
京
に
残
留
し
た
分
に
つ
い
て
は
、
故
宮
博
物
院
に

付
属
す
る
檔
案
館
（
現
在
の
中
国
第
一
歴
史
檔
案
館
）
が
所
蔵
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
に
対
し
、
台
湾
に
搬
出
さ
れ
た
分
に
つ
い
て
は
、
当

初
一
九
四
九
年
に
成
立
し
た
国
立
中
央
博
物
図
書
院
館
聯
合
管
理
処
の
管
理
下
に
置
か
れ
た
後
、
一
九
六
五
年
に
国
立
故
宮
博
物
院
が
台
北

に
お
い
て
再
発
足
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
収
蔵
に
帰
し
た
。
そ
し
て
一
九
九
六
年
に
は
本
格
的
な
図
書
館
施
設
で
あ
る
図
書
文
献
館
が
敷
地



一
〇
二

内
に
オ
ー
プ
ン
し
、
外
国
人
も
含
め
て
所
蔵
す
る
書
籍
等
を
閲
覧
公
開
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
中
に
大
陸
よ
り
移
送
し
た
清
朝

檔
案
も
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
編
纂
史
料
な
ど
を
通
じ
て
し
か
知
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
清
朝
時
代
の
公

文
書
の
内
容
を
、
原
史
料
を
通
じ
て
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
清
朝
史
研
究
の
進
展
に
大
き
く
寄
与
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

筆
者
は
、
二
〇
〇
二
年
に
同
館
を
初
め
て
訪
問
し
、
奏
摺
な
ど
清
朝
時
代
の
重
要
な
史
料
が
少
な
か
ら
ず
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
た
。
以
後
、
台
湾
渡
航
の
た
び
に
同
館
に
て
史
料
調
査
を
進
め
て
き
た
の
だ
が
、
そ
の
過
程
で
、
同
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
清
末
時
期
の

録
副
奏
摺
の
中
に
、
各
部
に
よ
る
籌
備
立
憲
九
ヶ
年
計
画
と
そ
の
提
出
に
あ
た
っ
て
の
上
奏
文
が
ほ
ぼ
揃
っ
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
た
。同
館
に
お
け
る
奏
摺
の
所
蔵
状
況
は
必
ず
し
も
網
羅
的
で
は
な
く
、清
末
時
期
の
録
副
奏
摺
を
例
に
述
べ
れ
ば
、光
緒
・

宣
統
の
三
七
年
間
（
一
八
七
五~
一
九
一
一
）
の
う
ち
、同
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
の
は
延
べ
七
年
五
ヶ
月
ほ
ど
の
期
間
の
分
に
す
ぎ
な
い
。

た
だ
、
光
緒
三
四
年
六
月
か
ら
宣
統
二
年
七
月
ま
で
の
二
年
あ
ま
り
の
期
間
は
、
ま
と
ま
っ
て
同
館
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
間
に
、
ま
さ

に
九
ヶ
年
計
画
の
立
案
が
な
さ
れ
、
そ
し
て
中
央
官
僚
か
ら
の
奏
摺
と
し
て
原
本
が
録
副
奏
摺
中
に
保
管
さ
れ
た
と
い
う
偶
然
が
、
こ
れ
ら

の
史
料
が
現
在
中
国
本
土
で
は
な
く
、
台
湾
に
お
い
て
所
蔵
さ
れ
る
要
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

五　

各
部
籌
備
立
憲
九
ヶ
年
計
画
の
所
蔵
状
況
と
概
要

　

以
上
、
か
な
り
長
い
背
景
説
明
と
な
っ
た
が
、
現
在
清
末
に
作
成
さ
れ
た
各
部
の
九
ヶ
年
計
画
は
、
度
支
部
の
も
の
が
確
認
で
き
な
い
の

を
除
き）

11
（

、
台
湾
台
北
市
の
国
立
故
宮
博
物
院
図
書
文
献
館
に
お
い
て
所
蔵
さ
れ
、
利
用
者
の
閲
覧
に
公
開
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
た
だ
、
現
時
点
で

は
こ
れ
を
活
用
し
て
計
画
の
詳
細
を
分
析
し
た
研
究
は
、
管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
い
。
清
末
時
期
の
改
革
に
対
す
る
研
究
は
専
ら
中
国
で

進
展
を
見
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
重
要
な
史
料
は
台
湾
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
認
識
さ
れ
て
い
な
い
よ



一
〇
三

清
末
に
お
け
る
各
部
立
案
籌
備
立
憲
九
ヶ
年
計
画

う
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
旧
来
の
見
解
を
塗
り
替
え
る
よ
う
な
事
実
解
明
は
進
ん
で
い
な
い
。
ま
た
、
日
本
に
お
け
る
中
国
近
代
史
研
究
に

お
い
て
は
、
革
命
史
観
の
束
縛
を
離
れ
て
清
末
時
期
の
改
革
の
重
要
性
を
客
観
的
に
評
価
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
は
い
る
も
の
の
、
ま
だ

ま
だ
研
究
の
手
薄
さ
か
ら
、
そ
の
全
容
を
解
明
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

　

こ
う
し
た
研
究
の
現
状
を
打
破
す
る
た
め
に
も
、
基
礎
と
な
る
史
料
の
存
在
状
況
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
少
な
か
ら
ぬ
意
味

が
あ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
以
下
、
一
九
〇
九
年
四
月
に
提
出
さ
れ
た
清
朝
各
部
の
籌
備
立
憲
に
と
も
な
う
政
策
方
針
の
検
討

結
果
の
上
奏
文
と
、行
政
各
分
野
の
九
ヶ
年
の
年
次
計
画
に
つ
い
て
、提
出
順
に
そ
の
所
蔵
デ
ー
タ
と
、概
要
の
紹
介
を
記
す
こ
と
と
す
る
。

な
お
所
蔵
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
国
立
故
宮
博
物
院
図
書
文
献
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
検
索
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る）

11
（

。

凡
例

（
一
）
国
立
故
宮
博
物
院
図
書
文
献
館　

所
蔵
目
録
デ
ー
タ

　

①
清
代
宮
中
檔
奏
摺
及
軍
機
処
檔
摺
件　

文
献
編
号

　

②
具
奏
人
・
官
職

　

③
具
奏
日
期

　

④
事
由

（
二
）
上
奏
文
概
要

（
三
）
年
次
計
画
概
要

郵
伝
部



一
〇
四

（
一
）
国
立
故
宮
博
物
院
図
書
文
献
館　

所
蔵
目
録
デ
ー
タ

　

①
一
七
六
四
四
五

　

②
徐
世
昌
等
・
郵
傳
部
尚
書

　

③
宣
統
元
年
閏
二
月
一
八
日
（
一
九
〇
九
年
四
月
八
日
）

　

④
奏
報
應
辦
要
政
分
別
按
年
籌
辦
事
（
附
清
單
一
件
） 

（
二
）
上
奏
文
概
要

　

上
奏
文
の
通
例
と
し
て
、
ま
ず
冒
頭
に
検
討
を
命
じ
た
光
緒
三
四
年
九
月
二
九
日
の
上
諭
、
お
よ
び
そ
の
後
の
提
出
を
督
励
す
る
上
諭
が

引
用
さ
れ
、
そ
の
上
で
、
同
部
に
よ
る
籌
備
立
憲
の
政
策
方
針
に
つ
い
て
、
交
通
行
政
の
所
管
状
況
よ
り
説
明
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
も
と

も
と
は
船
舶
・
鉄
道
・
電
信
・
郵
便
の
運
輸
・
通
信
四
分
野
を
管
轄
対
象
と
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
一
九
〇
六
年
（
光
緒
三
二
年
）
の

中
央
官
制
改
革
に
伴
い
新
設
さ
れ
た
が
、
実
際
に
は
こ
の
時
点
で
は
鉄
道
と
電
信
の
二
分
野
の
み
が
同
部
の
所
管
で
あ
り
、
船
舶
と
郵
便
に

つ
い
て
は
、
海
関
（
税
関
）
を
管
轄
す
る
税
務
司
な
ど
の
管
轄
下
に
置
か
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
同
部
は
現
時
点
で
は
直
接
管
轄
下

に
あ
る
鉄
道
・
電
信
の
二
分
野
に
限
っ
て
具
体
的
計
画
を
立
案
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
表
明
し
、
そ
の
上
で
、
こ
の
両
分
野
に
つ
い
て
順

次
政
策
課
題
を
説
明
し
て
い
る
。

　

ま
ず
鉄
道
政
策
に
関
し
て
は
、
路
線
計
画
の
策
定
、
建
設
の
推
進
、
そ
し
て
旧
条
件
に
よ
る
借
款
の
早
急
な
返
済
の
三
点
が
、
今
後
の
基

本
方
針
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
。
路
線
計
画
に
つ
い
て
は
、
今
後
実
地
測
量
を
進
め
た
上
で
最
終
年
度
の
一
九
一
六
年
に
全
国
鉄
路
敷
設
法
を

制
定
し
、
全
国
鉄
道
網
の
整
備
計
画
を
立
案
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
し
て
建
設
方
針
と
し
て
は
、
官
営
鉄
道
未
成
線
の
期
限
内
完
成
を
目
指

す
と
と
も
に
、
民
営
計
画
に
対
し
て
は
、
そ
の
事
業
状
況
を
把
握
し
た
上
で
、
目
標
期
限
内
に
完
成
さ
せ
る
見
込
み
の
立
た
な
い
計
画
に
つ

い
て
は
、
官
営
計
画
へ
の
転
換
を
視
野
に
見
直
し
を
進
め
る
事
と
し
た
。
既
に
開
業
し
た
路
線
に
つ
い
て
は
、
中
国
側
の
運
営
権
を
侵
害
す



一
〇
五

清
末
に
お
け
る
各
部
立
案
籌
備
立
憲
九
ヶ
年
計
画

る
条
項
を
含
ん
だ
借
款
契
約
に
よ
り
建
設
さ
れ
た
も
の
は
、
早
急
に
返
済
を
終
わ
ら
せ
る
こ
と
で
、
利
権
の
回
復
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
し

た
。

　

電
信
政
策
に
つ
い
て
は
、
既
に
基
本
的
な
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
と
い
う
課
題
を
達
成
し
て
お
り
、
そ
の
上
で
事
業
全
般
の
充
実
を

図
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
。
具
体
的
に
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
一
層
の
拡
充
や
老
朽
施
設
の
改
良
、
機
材
の
国
産
化
、
無
線
電
信
・
電
話
な

ど
の
事
業
の
拡
充
、
万
国
電
信
連
合
へ
の
加
盟
と
い
っ
た
、
更
な
る
事
業
発
展
に
向
け
た
積
極
的
な
方
針
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

　

こ
の
ほ
か
具
体
的
な
実
施
年
度
が
設
定
で
き
な
い
課
題
と
し
て
、
状
況
に
応
じ
た
鉄
道
・
電
信
路
線
の
新
設
や
改
良
、
鉄
道
総
合
法
規
た

る
「
路
律
」
の
制
定
、
郵
政
事
業
の
電
信
事
業
と
の
統
合
に
よ
る
通
信
事
業
分
野
の
一
元
化
、
そ
し
て
地
方
官
営
電
信
の
中
央
移
管
と
い
っ

た
施
策
に
つ
い
て
も
末
尾
で
言
及
し
、
同
部
に
よ
る
課
題
の
表
明
と
し
て
い
る
。

（
三
）
年
次
計
画
概
要

　

同
部
の
計
画
は
、
第
一
年
の
光
緒
三
四
年
（
一
九
〇
八
）
か
ら
第
九
年
の
宣
統
八
年
（
一
九
一
六
）
ま
で
の
九
ヶ
年
に
つ
い
て
、
特
に
細

目
分
け
な
ど
は
せ
ず
に
、
個
々
の
課
題
を
列
挙
す
る
形
式
で
提
出
さ
れ
て
い
る
。
合
計
で
一
七
七
項
目
に
の
ぼ
り
、
そ
の
う
ち
鉄
道
政
策
関

連
が
九
四
項
目
、
電
信
政
策
関
連
が
八
〇
項
目
、
そ
の
他
交
通
関
連
教
育
政
策
が
三
項
目
と
な
っ
て
い
る
。

光
緒
三
十
四
年　

第
一
年　

三
二
項
目

宣
統
元
年　

第
二
年　

三
五
項
目

宣
統
二
年　

第
三
年　

二
一
項
目

宣
統
三
年　

第
四
年　

二
二
項
目

宣
統
四
年　

第
五
年　

一
七
項
目



一
〇
六

宣
統
五
年　

第
六
年　

一
四
項
目

宣
統
六
年　

第
七
年　

一
三
項
目

宣
統
七
年　

第
八
年　

一
二
項
目

宣
統
八
年　

第
九
年　

一
一
項
目

農
工
商
部

（
一
）
国
立
故
宮
博
物
院
図
書
文
献
館　

所
蔵
目
録
デ
ー
タ

　

①
一
七
六
四
四
八

　

②
溥
頲
等
・
農
工
商
部
尚
書

　

③
宣
統
元
年
閏
二
月
一
八
日
（
一
九
〇
九
年
四
月
八
日
）

　

④
奏
報
釐
訂
農
工
商
部
分
年
籌
備
事
宜
（
附
清
單
）

（
二
）
上
奏
文
概
要

　

ま
ず
冒
頭
に
光
緒
三
四
年
九
月
二
九
日
の
上
諭
を
引
用
し
た
後
、
同
部
の
政
策
展
開
の
歴
史
を
光
緒
二
九
年
（
一
九
〇
三
年
）
に
お
け
る

前
身
の
商
部
設
立
よ
り
さ
か
の
ぼ
っ
て
叙
述
し
、
そ
の
上
で
籌
備
立
憲
の
政
策
方
針
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
商
工
業
を
中
心
と
す
る
産

業
振
興
を
使
命
と
し
て
設
置
さ
れ
た
同
部
は
、
一
貫
し
て
経
済
関
係
の
制
度
整
備
と
民
間
経
済
活
動
の
奨
励
振
興
に
取
り
組
み
、
計
画
検
討

に
当
た
っ
て
も
、
こ
う
し
た
こ
れ
ま
で
の
方
針
の
延
長
線
上
に
諸
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
を
表
明
し
た
。
同
部
は
産
業
振
興
の
重
要
性
に
つ

い
て
、「
ま
こ
と
に
国
を
強
く
す
る
の
は
兵
で
あ
り
、
国
を
富
ま
せ
る
の
は
実
業
で
あ
り
ま
す
。
農
工
商
業
の
重
要
性
は
、
海
陸
軍
に
劣
る

も
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
富
と
強
と
は
実
に
相
表
裏
す
る
も
の
で
あ
り
、
よ
く
富
む
こ
と
が
で
き
て
、
そ
の
後
に
強
く
な
る
こ
と
が
で
き



一
〇
七

清
末
に
お
け
る
各
部
立
案
籌
備
立
憲
九
ヶ
年
計
画

る
の
で
あ
り
ま
す
（
良
以
強
國
者
兵
、
富
國
者
即
實
業
。
農
工
商
之
重
要
、
初
不
減
於
海
陸
軍
也
。
富
與
強
、
實
相
表
裏
、
能
富
而
後
能
強
）」

と
述
べ
、
富
国
強
兵
化
と
い
う
国
家
の
基
本
課
題
を
実
現
す
る
た
め
に
も
、
産
業
の
発
展
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
上

で
、
調
査
・
籌
議
（
検
討
）・
興
辦
（
着
手
実
施
）・
編
制
の
四
種
類
に
分
け
て
取
り
組
む
べ
き
課
題
を
の
べ
一
二
八
項
目
列
挙
し
、
年
次
計

画
で
そ
の
実
行
に
順
次
取
り
組
む
こ
と
と
し
た
が
、
各
種
の
法
令
編
纂
に
関
し
て
は
、
法
制
整
備
を
主
管
す
る
法
律
館
に
よ
り
商
法
が
起
草

制
定
さ
れ
る
の
を
待
っ
て
、
そ
の
規
定
と
抵
触
せ
ぬ
よ
う
内
容
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

（
三
）
年
次
計
画
概
要

　

同
部
の
計
画
は
、
第
一
年
の
光
緒
三
四
年
（
一
九
〇
八
）
か
ら
第
九
年
の
宣
統
八
年
（
一
九
一
六
）
ま
で
の
九
ヶ
年
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
調
査
類
・
籌
議
類
・
興
辦
類
・
編
制
類
の
四
種
類
に
課
題
を
分
類
し
、
表
形
式
で
提
出
さ
れ
て
い
る
。
課
題
は
合
計
で
一
二
八
項
目
に
の

ぼ
り
、
そ
の
う
ち
経
済
産
業
状
況
の
実
態
な
ど
を
調
べ
る
調
査
類
が
二
八
項
目
、
各
地
で
の
産
業
振
興
関
係
機
関
の
設
置
や
産
業
振
興
の
施

策
な
ど
を
検
討
す
る
籌
議
類
が
二
九
項
目
、
そ
の
検
討
項
目
を
実
施
す
る
興
辦
類
が
三
九
項
目
、
経
済
産
業
関
係
の
法
令
や
参
考
図
書
を
制

定
・
編
纂
す
る
編
制
類
が
三
二
項
目
と
な
っ
て
い
る
。

第
一
年　

調
査
類
一
項
目
・
籌
議
類
三
項
目
・
興
辦
類
五
項
目
・
編
制
類
三
項
目

第
二
年　

調
査
類
四
項
目
・
籌
議
類
四
項
目
・
興
辦
類
六
項
目
・
編
制
類
四
項
目

第
三
年　

調
査
類
五
項
目
・
籌
議
類
二
項
目
・
興
辦
類
九
項
目
・
編
制
類
六
項
目

第
四
年　

調
査
類
五
項
目
・
籌
議
類
七
項
目
・
興
辦
類
二
項
目
・
編
制
類
五
項
目

第
五
年　

調
査
類
二
項
目
・
籌
議
類
五
項
目
・
興
辦
類
二
項
目
・
編
制
類
一
項
目

第
六
年　

調
査
類
二
項
目
・
籌
議
類
六
項
目
・
興
辦
類
五
項
目
・
編
制
類
二
項
目



一
〇
八

第
七
年　

調
査
類
一
項
目
・
籌
議
類
一
項
目
・
興
辦
類
五
項
目
・
編
制
類
一
項
目

第
八
年　

調
査
類
三
項
目
・
籌
議
類
一
項
目
・
興
辦
類
二
項
目
・
編
制
類
二
項
目

第
九
年　

調
査
類
五
項
目
・
興
辦
類
三
項
目
・
編
制
類
八
項
目

民
政
部

（
一
）
国
立
故
宮
博
物
院
図
書
文
献
館　

所
蔵
目
録
デ
ー
タ

　

①
一
七
六
五
四
六
（
年
次
計
画
）、
一
七
六
五
四
七
（
上
奏
文
）

　

②
善
耆
等
・
民
政
部
尚
書

　

③
宣
統
元
年
閏
二
月
二
三
日
（
一
九
〇
九
年
四
月
一
三
日
）

　

④
民
政
部
擬
訂
逐
年
籌
備
辦
理
事
件
之
清
單
（
一
七
六
五
四
六
）、
奏
報
該
部
逐
年
籌
辦
之
事
件
（
一
七
六
五
四
七
）

（
二
）
上
奏
文
概
要

　

ま
ず
冒
頭
に
光
緒
三
四
年
九
月
二
九
日
の
上
諭
、
お
よ
び
計
画
提
出
を
督
励
す
る
一
一
月
二
五
日
の
上
諭
が
引
用
さ
れ
、
そ
の
上
で
、
同

部
に
よ
る
籌
備
立
憲
の
政
策
方
針
に
つ
い
て
、「
立
憲
の
基
本
は
、
ま
ず
内
政
を
重
ん
じ
ま
す
。
内
政
が
よ
く
修
め
ら
れ
れ
ば
、
す
な
わ
ち

人
民
は
皆
秩
序
を
尊
重
す
る
こ
と
を
知
る
よ
う
に
な
り
、
議
会
の
制
度
は
お
の
ず
と
実
行
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
臣
部
は
民
政
を

職
責
と
し
、
所
管
の
事
務
は
議
院
の
開
設
と
密
接
に
関
わ
る
こ
と
が
最
も
多
く
ご
ざ
い
ま
す
（
立
憲
之
本
、
首
重
内
政
。
内
政
修
明
、
則
人

民
皆
知
尊
重
秩
序
、
代
議
之
制
、
自
能
實
行
。
臣
部
職
司
民
政
、
所
有
本
管
事
宜
、
與
開
設
議
院
切
近
之
事
最
多
）」
と
述
べ
、
籌
備
立
憲

の
上
で
の
同
部
の
役
割
の
大
き
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
戸
口
の
調
査
、
地
方
自
治
の
実
施
、
巡
警
（
警
察
）
の
設
立
を
主
要
課
題

に
挙
げ
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
逐
年
籌
備
事
宜
」
で
そ
の
推
進
が
明
記
さ
れ
た
が
、
さ
ら
に
同
部
の
年
次
計
画
に
お
い
て
詳
細
な
課
題
設



一
〇
九

清
末
に
お
け
る
各
部
立
案
籌
備
立
憲
九
ヶ
年
計
画

定
を
行
う
こ
と
で
、「
つ
と
め
て
首
尾
一
貫
し
て
経
緯
の
明
ら
か
と
な
る
よ
う
に
し
て
、
議
院
設
立
の
時
期
を
狂
わ
せ
る
こ
と
な
く
、
憲
政

完
備
の
効
果
を
収
め
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
（
務
期
首
尾
貫
串
、
經
緯
分
明
、
毋
誤
議
院
設
立
之
期
、
而
實
收
憲
政
完
備
之

效
）」
と
し
た
。

（
三
）
年
次
計
画
概
要

　

同
部
の
計
画
は
、第
二
年
の
宣
統
元
年
（
一
九
〇
九
）
か
ら
第
九
年
の
宣
統
八
年
（
一
九
一
六
）
ま
で
の
八
ヶ
年
に
つ
い
て
作
成
さ
れ
た
。

課
題
は
合
計
で
五
三
項
目
に
の
ぼ
り
、
地
方
自
治
制
度
確
立
・
戸
口
調
査
・
巡
警
制
度
整
備
を
推
進
し
て
、
憲
法
公
布
と
議
院
選
挙
及
び
開

会
が
予
定
さ
れ
て
い
る
宣
統
八
年
に
は
有
権
者
登
録
と
選
挙
区
の
確
定
を
実
施
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。

宣
統
元
年　

第
二
年　

一
一
項
目

宣
統
二
年　

第
三
年　

九
項
目

宣
統
三
年　

第
四
年　

八
項
目

宣
統
四
年　

第
五
年　

八
項
目

宣
統
五
年　

第
六
年　

六
項
目

宣
統
六
年　

第
七
年　

四
項
目

宣
統
七
年　

第
八
年　

三
項
目

宣
統
八
年　

第
九
年　

四
項
目

理
藩
部



一
一
〇

（
一
）
国
立
故
宮
博
物
院
図
書
文
献
館　

所
蔵
目
録
デ
ー
タ

　

①
一
七
六
五
五
四

　

②
達
壽
等
・
理
藩
部
尚
書

　

③
宣
統
元
年
閏
二
月
二
四
日
（
一
九
〇
九
年
四
月
一
四
日
）

　

④
奏
報
遵
旨
籌
辦
藩
屬
憲
政
事
宜 

（
二
）
上
奏
文
概
要

　

ま
ず
冒
頭
に
光
緒
三
四
年
九
月
二
九
日
の
上
諭
が
引
用
さ
れ
、
そ
の
上
で
同
部
に
よ
る
籌
備
立
憲
の
政
策
方
針
に
つ
い
て
、
同
部
の
管
轄

す
る
藩
部
行
政
の
特
殊
性
を
説
明
す
る
と
こ
ろ
よ
り
始
め
て
い
る
。
そ
も
そ
も
理
藩
院
を
前
身
と
す
る
同
部
は）

11
（

、
モ
ン
ゴ
ル
・
チ
ベ
ッ
ト
を

中
心
と
す
る
藩
部
と
の
関
係
に
関
す
る
事
務
を
引
き
続
き
主
管
し
、
同
時
に
こ
れ
ら
の
地
域
に
対
す
る
中
国
内
地
か
ら
の
入
植
・
開
墾
や
現

地
社
会
の
近
代
化
政
策
も
担
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
藩
部
行
政
の
現
状
に
つ
い
て
、同
部
は「
蒙（
モ
ン
ゴ
ル
）・
蔵（
チ
ベ
ッ
ト
）・

回
疆
（
ウ
イ
グ
ル
等
ム
ス
リ
ム
民
族
地
域
）
は
、
そ
も
そ
も
藩
部
の
制
度
の
も
と
に
あ
り
、
一
切
の
行
政
は
い
ず
れ
も
特
別
な
規
定
に
係
る

も
の
で
、
憲
政
と
相
去
る
こ
と
遠
い
の
み
な
ら
ず
、
内
地
各
省
の
統
治
体
制
と
も
異
な
り
ま
す
（
蒙
藏
回
疆
、
本
為
藩
制
、
一
切
行
政
、
均

係
特
別
規
定
、
不
獨
與
憲
政
相
去
較
遠
、
即
與
内
地
省
治
、
亦
有
不
同
）」
と
指
摘
し
た
。
そ
の
上
で
、
藩
部
に
対
す
る
籌
備
立
憲
の
方
針

と
し
て
は
、
中
国
内
地
の
各
省
と
は
異
な
る
以
下
の
よ
う
な
方
針
を
提
起
し
た
。

　

ゆ
え
に
、
憲
政
の
準
備
を
進
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
す
べ
か
ら
く
緩
急
を
分
別
し
て
、
そ
の
最
も
切
実
重
要
な
も
の
を
選
択
し
て

先
行
実
施
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
ほ
か
の
藩
部
に
関
す
る
憲
政
の
課
題
は
、
状
況
を
見
極
め
た
上
で
形
勢
に
従
っ
て
誘
導
し
、
次

第
に
実
施
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
藩
部
〔
の
人
々
〕
に
適
切
に
対
応
し
て
そ
の
疑
念
や
お
そ
れ
を
生
じ
さ
せ
る
よ

う
な
こ
と
は
せ
ず
、
藩
部
の
制
度
に
違
背
す
る
こ
と
な
く
我
が
辺
境
を
強
固
に
す
る
こ
と
を
希
求
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
（
故
欲
籌
備



一
一
一

清
末
に
お
け
る
各
部
立
案
籌
備
立
憲
九
ヶ
年
計
画

事
宜
、
須
分
別
急
緩
、
擇
其
最
關
切
要
者
、
先
為
舉
辦
。
其
餘
有
關
藩
屬
憲
政
事
宜
、
應
體
察
情
形
、
因
勢
利
導
、
次
第
推
行
。
庶
幾

於
蒙
屬
有
宜
、
而
不
生
其
疑
畏
怖
、
與
藩
制
不
背
、
而
能
固
我
邊
陲
也
）。

　

そ
の
上
で
、
籌
備
立
憲
の
目
前
の
課
題
で
あ
る
諮
議
局
・
資
政
院
の
開
設
を
め
ぐ
っ
て
、
内
地
各
省
で
は
諮
議
局
議
員
よ
り
互
選
で
選
出

さ
れ
る
資
政
院
の
議
員
を
、
藩
部
に
お
い
て
は
世
襲
で
爵
位
を
継
承
す
る
王
公
よ
り
選
出
す
る
よ
う
求
め
た
。
そ
こ
で
は
「
蒙
・
蔵
・
回
部

は
、
内
地
と
は
状
況
が
異
な
る
と
は
い
え
ど
も
、
そ
の
土
地
・
人
民
は
、
す
な
わ
ち
内
地
各
省
と
同
様
に
国
家
の
完
全
な
る
領
土
に
あ
り
、

と
も
に
唯
一
の
主
権
の
も
と
に
統
治
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
（
蒙
藏
回
部
、
雖
與
内
地
情
形
不
同
、
而
其
土
地
人
民
、
則
與
内
地
各

省
、
同
為
國
家
完
全
之
領
土
、
同
受
治
於
維
一
主
権
之
下
）」
と
、
中
国
の
主
権
の
下
に
あ
っ
て
国
家
の
領
土
を
構
成
す
る
地
域
と
し
て
藩

部
を
内
地
と
同
列
に
位
置
付
け
、
直
ち
に
は
内
地
と
同
様
に
諮
議
局
を
設
立
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
憲
政
へ
の
参
加
の
実
現
を
必

須
の
課
題
と
し
て
求
め
た
。
そ
し
て
王
公
か
ら
の
議
員
選
出
を
提
議
す
る
と
と
も
に
、
内
蒙
古
の
定
住
化
が
進
ん
だ
モ
ン
ゴ
ル
人
に
関
し
て

は
、
漢
語
に
通
じ
て
い
る
こ
と
と
、
一
定
の
居
住
地
と
財
産
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
選
挙
権
・
被
選
挙
権
を
認
め
る
こ
と
も
提

議
し
、
同
部
に
よ
る
籌
備
立
憲
の
主
要
課
題
と
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
に
、
既
に
着
手
し
て
い
る
藩
部
各
地
の
地
理
・
社
会
状
況
の
調
査
事

業
に
つ
い
て
全
面
的
に
実
施
し
、
そ
の
成
果
を
も
と
に
今
後
の
施
策
を
検
討
・
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

（
三
）
年
次
計
画
概
要

　

同
部
に
つ
い
て
は
、「
逐
年
籌
備
事
宜
」
に
基
づ
く
年
次
計
画
の
実
施
自
体
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
独
自
の
政
策
年
次
計
画
は
作
成

さ
れ
な
か
っ
た
。

陸
軍
部

（
一
）
国
立
故
宮
博
物
院
図
書
文
献
館　

所
蔵
目
録
デ
ー
タ



一
一
二

　

①
一
七
六
七
〇
五

　

②
奕
劻
等
・
管
理
陸
軍
部
大
臣

　

③
宣
統
元
年
閏
二
月
二
六
日
（
一
九
〇
九
年
四
月
一
六
日
）

　

④
奏
議
陸
軍
應
籌
事
宜
並
擬
分
年
辦
事
綱
要
（
附
清
單
一
件
）

（
二
）
上
奏
文
概
要

　

ま
ず
冒
頭
に
光
緒
三
四
年
九
月
二
九
日
、
お
よ
び
一
一
月
二
五
日
の
上
諭
が
引
用
さ
れ
、
そ
の
上
で
、
同
部
に
よ
る
籌
備
立
憲
の
政
策
方

針
に
つ
い
て
、「
立
憲
の
国
で
は
、
君
主
が
軍
事
権
を
総
攬
し
、
議
院
の
干
与
で
き
る
こ
と
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
軍
事
行
政
は
内
閣
〔
の

職
務
権
限
〕
に
列
挙
さ
れ
て
は
お
り
ま
す
が
、
軍
画
の
要
図
は
君
主
に
直
属
し
て
お
り
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
君
を
尊
び
武
を
尚
び
、

政
党
の
牽
制
を
防
止
し
て
機
宜
の
密
捷
な
る
こ
と
を
期
待
す
る
の
で
あ
り
ま
す
（
立
憲
之
國
、
君
主
總
攬
軍
權
、
非
議
院
所
得
干
預
。
雖
軍

事
行
政
列
入
内
閣
、
而
軍
畫
要
圖
、
直
接
君
上
。
所
以
尊
君
尚
武
、
杜
政
党
之
牽
掣
、
冀
機
宜
之
密
捷
也
）」
と
述
べ
、
い
わ
ゆ
る
統
帥
権

の
独
立
に
立
脚
し
た
軍
事
行
政
の
あ
り
方
を
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
清
朝
の
軍
事
史
に
お
け
る
皇
帝
親
率
の
伝
統
を
回
顧
し
、
籌
備

立
憲
に
向
け
た
現
状
の
課
題
と
し
て
は
、新
政
開
始
以
来
取
り
組
ん
で
き
た
軍
制
改
革
の
完
成
を
位
置
付
け
た
。中
央
の
陸
軍
部
・
軍
諮
府（
参

謀
本
部
に
相
当
）
と
、
全
国
各
省
に
お
け
る
陸
軍
三
十
六
鎮
（
師
団
に
相
当
）
の
編
制
を
柱
と
す
る
新
た
な
軍
制
の
確
立
に
よ
り
、
同
部
は

立
憲
体
制
下
の
挙
国
一
致
の
軍
事
体
制
を
「
立
憲
各
国
は
、軍
事
を
重
視
し
、上
下
一
心
で
あ
り
ま
す
の
で
、人
員
や
財
源
の
動
員
に
あ
た
っ

て
は
必
ず
や
全
国
の
力
を
尽
く
し
て
臨
み
、
尻
込
み
す
る
よ
う
な
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
（
立
憲
各
國
、
趨
重
軍
事
、
上
下
一
心
、
故
用
人

用
財
、
必
竭
全
國
之
力
、
以
相
赴
而
無
瞻
顧
前
却
之
虞
）」
と
述
べ
、
国
民
一
人
一
人
に
「
従
軍
の
楽
、
敵
愾
の
心
」
を
持
た
せ
る
こ
と
で
、

「
専
制
の
孤
危
」
を
救
っ
て
全
世
界
的
な
軍
事
競
争
の
局
面
に
対
応
し
て
い
く
と
展
望
し
て
い
る
。
ま
た
計
画
年
限
に
つ
い
て
は
、「
逐
年
籌

備
事
宜
」
よ
り
一
年
早
い
宣
統
七
年
を
目
標
達
成
年
度
と
し
、
宣
統
元
年
か
ら
同
年
ま
で
の
七
年
間
で
年
次
計
画
を
立
案
す
る
こ
と
に
し
て



一
一
三

清
末
に
お
け
る
各
部
立
案
籌
備
立
憲
九
ヶ
年
計
画

い
る
。

（
三
）
年
次
計
画
概
要

　

同
部
の
計
画
は
、
上
述
の
よ
う
に
第
二
年
の
宣
統
元
年
（
一
九
〇
九
）
か
ら
第
八
年
の
宣
統
七
年
（
一
九
一
七
）
ま
で
の
七
ヶ
年
に
つ
い

て
作
成
さ
れ
た
。
課
題
は
合
計
で
八
九
項
目
に
の
ぼ
り
、
大
多
数
の
項
目
は
単
に
課
題
を
列
挙
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
か
な
り
ま
と
ま
っ
た

分
量
の
説
明
文
を
付
随
さ
せ
て
い
る
。
特
に
重
要
な
課
題
で
あ
る
徴
兵
制
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
宣
統
元
年
の
検
討
開
始
に
始
ま
っ
て
、
逐

次
法
制
度
の
整
備
な
ど
を
進
め
、「
逐
年
籌
備
事
宜
」
で
宣
統
五
年
に
戸
籍
法
の
施
行
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
翌
宣
統
六

年
よ
り
徴
兵
を
試
行
的
に
開
始
し
、
全
面
実
施
に
向
け
て
推
進
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

宣
統
元
年　

預
備
立
憲
第
二
年　

二
〇
項
目

宣
統
二
年　

預
備
立
憲
第
三
年　

一
八
項
目

宣
統
三
年　

預
備
立
憲
第
四
年　

一
四
項
目

宣
統
四
年　

預
備
立
憲
第
五
年　

八
項
目

宣
統
五
年　

預
備
立
憲
第
六
年　

七
項
目

宣
統
六
年　

預
備
立
憲
第
七
年　

一
〇
項
目

宣
統
七
年　

預
備
立
憲
第
八
年　

一
二
項
目

吏
部

（
一
）
国
立
故
宮
博
物
院
図
書
文
献
館　

所
蔵
目
録
デ
ー
タ



一
一
四

　

①
一
七
六
七
五
四

　

②
陸
潤
庠
等
・
吏
部
尚
書

　

③
宣
統
元
年
閏
二
月
二
七
日
（
一
九
〇
九
年
四
月
一
七
日
）

　

④
奏
報
妥
議
憲
政
籌
備
事
宜
（
附
清
單
）

（
二
）
上
奏
文
概
要

　

ま
ず
冒
頭
に
光
緒
三
四
年
九
月
二
九
日
の
上
諭
が
引
用
さ
れ
、
そ
の
上
で
、
同
部
に
よ
る
籌
備
立
憲
の
政
策
方
針
に
つ
い
て
、
立
憲
体
制

に
お
け
る
そ
の
役
割
か
ら
説
明
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
歴
史
的
に
は
六
部
の
首
班
と
し
て
重
要
な
地
位
に
あ
っ
た
吏
部
で
あ
る
が
、
立
憲
制

下
の
行
政
機
構
に
あ
っ
て
は
、「
臣
部
の
職
掌
は
、
わ
ず
か
に
外
国
の
試
験
委
員
・
行
政
裁
判
と
お
お
よ
そ
類
似
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
（
臣

部
職
守
、
僅
與
外
國
試
驗
委
員
・
行
政
裁
判
、
約
略
相
似
）」
と
、
同
部
自
ら
指
摘
し
て
い
る
。
他
国
で
あ
れ
ば
、
独
立
し
た
閣
僚
の
所
管

官
庁
を
設
置
す
る
ま
で
も
な
い
分
野
で
あ
り
、
実
際
に
こ
の
後
一
九
一
一
年
の
近
代
内
閣
制
度
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
同
部
は
廃
止
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
点
で
は
存
続
を
前
提
と
し
て
計
画
が
検
討
さ
れ
、「
数
年
後
に
憲
政
の
諸
制
度
が
ほ
ぼ
態
勢
を
確
立
さ

せ
た
と
し
て
も
、
資
格
に
適
合
す
る
官
吏
は
な
お
多
く
は
得
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
将
来
政
府
（
＝
内
閣
）
が
議
院
の
質
疑
に
直

面
し
た
際
に
は
、
必
ず
や
吏
部
が
政
府
の
背
後
に
控
え
る
こ
と
で
、
人
事
権
は
そ
の
牽
制
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
こ
と
を
免
れ
る
の
で
あ
り
ま

す
（
數
年
之
後
、
憲
政
諸
事
粗
具
規
模
、
而
合
格
之
官
吏
、
未
必
遂
能
多
得
。
則
異
時
以
政
府
當
議
院
之
衝
、
仍
必
以
吏
部
承
政
府
之
後
、

而
黜
陟
之
權
、
不
為
所
制
）」
と
、
立
憲
政
治
の
も
と
で
の
同
部
の
存
続
意
義
が
指
摘
さ
れ
た
。
そ
の
上
で
課
題
と
し
て
、
官
吏
の
人
事
制

度
に
関
し
て
、
籌
備
立
憲
に
と
も
な
う
官
制
改
革
と
連
動
し
て
検
討
改
革
を
進
め
る
方
針
を
表
明
し
て
い
る
。

（
三
）
年
次
計
画
概
要

　

同
部
の
計
画
は
、
第
一
年
の
光
緒
三
四
年
（
一
九
〇
八
）
か
ら
第
九
年
の
宣
統
八
年
（
一
九
一
六
）
ま
で
の
九
ヶ
年
に
つ
い
て
作
成
さ
れ



一
一
五

清
末
に
お
け
る
各
部
立
案
籌
備
立
憲
九
ヶ
年
計
画

た
。
課
題
は
合
計
で
三
五
項
目
に
の
ぼ
り
、
旧
来
の
人
事
制
度
の
改
革
を
中
心
に
施
策
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
特
に
宣
統
七
年
に
は
「
逐
年

籌
備
事
宜
」
で
八
旗
制
度
の
実
質
的
な
撤
廃
に
向
け
た
改
革
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
受
け
、こ
れ
ま
で
の
旗
人
を
対
象
と
す
る
「
満
缺
」

と
、
漢
人
を
対
象
と
す
る
「
漢
缺
」
と
に
分
か
れ
る
官
僚
ポ
ス
ト
制
度
を
廃
止
す
る
方
針
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

光
緒
三
十
四
年　

第
一
年　

二
項
目

宣
統
元
年　

第
二
年　

五
項
目

宣
統
二
年　

第
三
年　

六
項
目

宣
統
三
年　

第
四
年　

三
項
目

宣
統
四
年　

第
五
年　

五
項
目

宣
統
五
年　

第
六
年　

四
項
目

宣
統
六
年　

第
七
年　

四
項
目

宣
統
七
年　

第
八
年　

三
項
目

宣
統
八
年　

第
九
年　

三
項
目

法
部

（
一
）
国
立
故
宮
博
物
院
図
書
文
献
館　

所
蔵
目
録
デ
ー
タ

　

①
一
七
六
七
五
五

　

②
戴
鴻
慈
等
・
法
部
尚
書



一
一
六

　

③
宣
統
元
年
閏
二
月
二
七
日
（
一
九
〇
九
年
四
月
一
七
日
）

　

④
奏
報
統
籌
辦
理
司
法
行
政
事
宜
（
附
清
單
一
件
）

（
二
）
上
奏
文
概
要

　

ま
ず
冒
頭
に
光
緒
三
四
年
九
月
二
九
日
の
上
諭
が
引
用
さ
れ
、
そ
の
上
で
、
同
部
に
よ
る
籌
備
立
憲
の
政
策
方
針
に
つ
い
て
、「
臣
部
は

全
国
の
法
律
執
行
機
関
を
統
轄
し
て
お
り
ま
す
。
お
よ
そ
司
法
上
の
行
政
事
務
は
責
任
が
複
雑
で
重
く
、
ま
こ
と
に
議
院
の
開
設
と
最
も
密

接
に
関
係
し
て
お
り
ま
す
（
臣
部
為
統
轄
全
國
執
法
之
機
關
、
凡
司
法
上
之
行
政
事
務
、
責
任
重
繁
、
實
於
開
設
議
院
、
最
關
切
近
）」
と

述
べ
て
、
そ
の
役
割
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
。
立
憲
制
実
施
の
前
提
と
な
る
三
権
分
立
の
確
立
に
向
け
て
、
一
九
〇
七
年
よ
り
裁
判
所
に
当

た
る
審
判
庁
の
設
置
が
開
始
さ
れ
、
中
国
に
お
い
て
も
司
法
の
独
立
が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
う
し
た
政
策
を
行
政
面
で
推
進
す
る

同
部
は
、
全
国
的
な
近
代
司
法
制
度
の
確
立
を
憲
法
公
布
ま
で
に
実
現
す
べ
く
、
年
次
計
画
の
立
案
に
当
た
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
う
し
た

自
ら
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
を
、
同
部
は
「
各
国
の
立
憲
政
体
は
、
い
ず
れ
も
三
権
分
立
を
要
義
と
し
ま
す
。
臣
部
は
司
法
制
度
改
革
に
着
手

し
た
ば
か
り
で
、適
宜
調
整
し
な
が
ら
推
進
を
図
る
中
で
、ど
う
し
て
敢
え
て
過
大
な
方
針
を
打
ち
出
す
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
た
だ
、

司
法
権
の
関
係
す
る
事
柄
で
あ
る
以
上
、
放
置
し
て
我
関
せ
ず
と
い
う
わ
け
に
は
ま
い
り
ま
せ
ん
し
、
ま
た
政
体
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
る
以

上
、
簡
便
で
あ
れ
ば
良
い
と
済
ま
す
べ
き
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
（
各
國
立
憲
政
體
、
均
以
三
權
分
立
為
要
義
。
臣
部
改
制
方
新
、
一
張
一

弛
之
間
、豈
敢
稍
存
矜
張
之
見
。
然
或
因
法
權
所
繫
、未
容
以
放
棄
自
安
。
或
因
政
體
攸
關
、又
難
以
簡
陋
自
隘
）」と
述
べ
、籌
備
立
憲
の
九
ヶ

年
に
お
け
る
具
体
的
計
画
を
立
案
し
て
い
る
。

（
三
）
年
次
計
画
概
要

　

同
部
の
計
画
は
、
第
一
年
の
光
緒
三
四
年
（
一
九
〇
八
）
か
ら
第
九
年
の
宣
統
八
年
（
一
九
一
六
）
ま
で
の
九
ヶ
年
に
つ
い
て
作
成
さ
れ

た
。
課
題
は
合
計
で
四
〇
項
目
に
の
ぼ
り
、
特
に
宣
統
元
年
と
翌
二
年
に
各
種
規
則
な
ど
制
度
の
立
案
決
定
を
集
中
的
に
進
め
た
後
、
憲
法



一
一
七

清
末
に
お
け
る
各
部
立
案
籌
備
立
憲
九
ヶ
年
計
画

公
布
前
年
の
宣
統
七
年
ま
で
に
全
国
の
城
鎮
郷
（
＝
日
本
の
市
町
村
に
相
当
）
レ
ベ
ル
で
の
初
級
審
判
庁
（
＝
簡
易
裁
判
所
に
相
当
）
の
設

置
を
達
成
す
る
と
い
う
「
逐
年
籌
備
事
宜
」
の
予
定
に
従
っ
て
、
政
策
を
進
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

光
緒
三
十
四
年　

第
一
年　

五
項
目

宣
統
元
年　

第
二
年　

九
項
目

宣
統
二
年　

第
三
年　

一
〇
項
目

宣
統
三
年　

第
四
年　

三
項
目

宣
統
四
年　

第
五
年　

三
項
目

宣
統
五
年　

第
六
年　

三
項
目

宣
統
六
年　

第
七
年　

二
項
目

宣
統
七
年　

第
八
年　

三
項
目

宣
統
八
年　

第
九
年　

二
項
目

外
務
部

（
一
）
国
立
故
宮
博
物
院
図
書
文
献
館　

所
蔵
目
録
デ
ー
タ

　

①
一
七
六
七
六
五

　

②
奕
劻
等

　

③
宣
統
元
年
閏
二
月
二
八
日
（
一
九
〇
九
年
四
月
一
八
日
）



一
一
八

④
奏
報
籌
備
外
務
部
辦
理
憲
政
事
宜
並
擬
章
程
事
（
附
清
單
二
件
）

（
二
）
上
奏
文
概
要

　

同
部
か
ら
の
奏
摺
に
つ
い
て
は
、他
の
部
と
は
異
な
り
、原
本
で
は
な
く
副
本
が「
録
副
奏
摺
」中
に
保
管
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
内
容
と
し
て
は
、

ま
ず
冒
頭
に
光
緒
三
四
年
九
月
二
九
日
の
上
諭
が
引
用
さ
れ
、
そ
の
上
で
、
同
部
に
よ
る
籌
備
立
憲
の
政
策
方
針
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

外
交
を
所
管
す
る
官
庁
と
し
て
、
同
部
は
条
約
改
正
に
よ
る
治
外
法
権
の
回
収
を
最
大
の
課
題
と
し
て
指
摘
し
、「
主
権
に
関
わ
る
の
み
な

ら
ず
、
憲
政
に
も
関
連
す
る
事
柄
で
あ
り
、
最
も
思
慮
を
尽
く
し
て
〔
実
現
に
向
け
た
〕
手
段
を
講
じ
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
（
主
權
所
繫
、

即
憲
政
所
關
、
尤
應
殫
思
竭
慮
、
設
法
圖
維
）」
と
主
張
し
た
。
た
だ
、
国
内
行
政
と
は
異
な
り
、
あ
ら
か
じ
め
実
施
年
度
を
策
定
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
と
し
て
、
同
部
は
年
次
計
画
の
立
案
は
行
わ
な
い
こ
と
と
し
た
。
そ
の
代
わ
り
に
、
こ
う
し
た
課
題
の
実
現
に
つ
な
が
る

施
策
と
し
て
、
在
外
外
交
官
か
ら
の
報
告
規
程
と
な
る
「
出
使
報
告
章
程
」、
お
よ
び
外
交
官
の
人
事
登
用
規
程
と
な
る
「
出
洋
任
用
章
程
」

を
制
定
す
る
こ
と
を
提
議
し
、
外
交
活
動
の
制
度
整
備
を
通
じ
て
、
外
交
懸
案
の
解
決
を
図
る
と
い
う
方
針
を
表
明
し
て
い
る
。

（
三
）
年
次
計
画
概
要

　

同
部
に
つ
い
て
は
、
以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
年
次
計
画
は
作
成
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、「
出
使
報
告
章
程
」
と
「
出
洋
任

用
章
程
」
の
各
草
案
を
付
随
し
て
提
出
し
て
い
る
。

学
部

（
一
）
国
立
故
宮
博
物
院
図
書
文
献
館　

所
蔵
目
録
デ
ー
タ

　

①
一
七
六
七
六
六

　

②
張
之
洞
等
・
學
部
尚
書



一
一
九

清
末
に
お
け
る
各
部
立
案
籌
備
立
憲
九
ヶ
年
計
画

　

③
宣
統
元
年
閏
二
月
二
八
日
（
一
九
〇
九
年
四
月
一
八
日
）

　

④
奏
報
學
部
按
年
籌
辦
憲
政
事
宜
並
酌
擬
章
程
事
（
附
清
單
一
件
）

（
二
）
上
奏
文
概
要

　

ま
ず
冒
頭
に
光
緒
三
四
年
九
月
二
九
日
の
上
諭
が
引
用
さ
れ
、
そ
の
上
で
同
部
に
よ
る
籌
備
立
憲
の
政
策
方
針
に
つ
い
て
、
同
部
の
職
務

よ
り
説
明
し
て
い
る
。
普
通
教
育
と
専
門
教
育
の
二
分
野
よ
り
構
成
さ
れ
る
教
育
行
政
を
管
轄
す
る
同
部
は
、
立
憲
制
実
施
に
向
け
た
国
民

教
育
を
担
う
と
い
う
重
要
な
課
題
を
有
し
、
上
奏
文
に
お
い
て
も
、
そ
う
し
た
政
策
課
題
の
意
義
が
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
。

　

け
だ
し
立
憲
政
体
は
、
上
下
が
一
心
と
な
る
こ
と
を
期
待
い
た
し
ま
す
。
必
ず
や
普
通
教
育
が
普
及
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
そ
の
後

に
国
民
の
知
識
・
道
徳
は
日
に
増
進
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
国
民
の
程
度
は
こ
れ
に
よ
っ
て
日
に
高
ま
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
地
方

自
治
や
議
員
の
選
挙
も
順
調
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
庶
政
を
輿
論
に
公
に
す
る
こ
と
も
、
そ
れ
に
よ
り
初
め
て
別
の
問
題
が
生

じ
る
と
い
う
心
配
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
（
蓋
立
憲
政
體
、
期
於
上
下
一
心
。
必
普
通
教
育
實
能
普
及
、
然
後
國
民

之
知
識
道
德
日
進
。
國
民
程
度
、
因
之
日
高
、
庶
幾
地
方
自
治
・
選
舉
議
員
各
事
、
乃
能
推
行
盡
利
、
而
庶
政
公
諸
輿
論
、
始
無
慮
別

滋
弊
端
）。

　

そ
し
て
、
立
憲
制
の
実
施
に
よ
る
富
国
強
兵
化
の
実
現
も
、
各
種
の
人
材
が
な
け
れ
ば
困
難
で
あ
る
と
し
、
そ
の
た
め
に
は
専
門
教
育
に

つ
い
て
も
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘
し
た
。一
方
で
は
、全
国
的
な
学
校
教
育
の
推
進
な
ど
の
た
め
に
は
莫
大
な
財
源
が
必
要
と
さ
れ
、

財
政
難
の
当
時
の
清
朝
政
府
に
と
っ
て
は
難
し
い
課
題
で
も
あ
っ
た
が
、
同
部
は
「
教
育
は
憲
政
の
根
本
中
の
根
本
で
あ
り
、
断
じ
て
因
循

に
先
延
ば
し
な
ど
を
し
て
、
九
ヶ
年
の
籌
備
立
憲
の
予
定
期
間
を
誤
ら
せ
る
わ
け
に
は
ま
い
り
ま
せ
ん
（
教
育
為
憲
政
根
本
中
之
根
本
、
斷

不
敢
因
循
敷
衍
、
致
誤
九
年
立
憲
之
期
）」
と
主
張
し
、
政
府
の
主
導
に
よ
り
財
源
保
障
を
図
り
政
策
課
題
を
実
現
す
る
こ
と
を
求
め
て
、

方
針
表
明
と
し
て
い
る
。



一
二
〇

（
三
）
年
次
計
画
概
要

　

同
部
の
計
画
は
、第
二
年
の
宣
統
元
年
（
一
九
〇
九
）
か
ら
第
九
年
の
宣
統
八
年
（
一
九
一
六
）
ま
で
の
八
ヶ
年
に
つ
い
て
作
成
さ
れ
た
。

課
題
は
合
計
で
八
七
項
目
に
の
ぼ
り
、
普
通
教
育
・
専
門
教
育
双
方
の
学
堂
（
＝
学
校
）
設
立
の
推
進
と
教
育
制
度
の
整
備
を
推
進
し
て
、

最
終
年
度
の
宣
統
八
年
に
は
「
強
迫
教
育
」
す
な
わ
ち
義
務
教
育
制
度
を
試
行
実
施
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。

宣
統
元
年　

預
備
立
憲
第
二
年　

二
三
項
目

宣
統
二
年　

預
備
立
憲
第
三
年　

二
二
項
目

宣
統
三
年　

預
備
立
憲
第
四
年　

一
七
項
目

宣
統
四
年　

預
備
立
憲
第
五
年　

八
項
目

宣
統
五
年　

預
備
立
憲
第
六
年　

五
項
目

宣
統
六
年　

預
備
立
憲
第
七
年　

三
項
目

宣
統
七
年　

預
備
立
憲
第
八
年　

四
項
目

宣
統
八
年　

預
備
立
憲
第
九
年　

五
項
目

礼
部

（
一
）
国
立
故
宮
博
物
院
図
書
文
献
館　

所
蔵
目
録
デ
ー
タ

　

①
一
七
六
八
〇
八

　

②
溥
良
等



一
二
一

清
末
に
お
け
る
各
部
立
案
籌
備
立
憲
九
ヶ
年
計
画

　

③
宣
統
元
年
閏
二
月
二
九
日
（
一
九
〇
九
年
四
月
一
九
日
）

　

④
奏
報
禮
部
籌
備
立
憲
事
宜
並
酌
擬
辦
法

（
二
）
上
奏
文
概
要

　

同
部
の
上
奏
文
は
、ま
ず
冒
頭
に
「
逐
年
籌
備
事
宜
」
の
実
施
を
命
じ
た
光
緒
三
四
年
八
月
一
日
の
上
諭
、続
い
て
九
月
二
九
日
の
上
諭
、

そ
し
て
「
逐
年
籌
備
事
宜
」
の
実
行
を
命
じ
る
一
一
月
二
四
日
の
上
諭
が
そ
れ
ぞ
れ
引
用
さ
れ
、
そ
の
上
で
籌
備
立
憲
の
政
策
方
針
に
つ
い

て
説
明
し
て
い
る
。
近
代
以
前
に
は
儒
教
の
教
義
に
基
づ
く
礼
教
の
制
定
の
ほ
か
、
科
挙
や
朝
貢
国
と
の
外
交
を
所
管
し
て
き
た
礼
部
は
、

同
時
期
に
は
専
ら
礼
俗
制
度
の
検
討
と
制
度
書
と
し
て「
通
礼
」を
編
纂
す
る
こ
と
を
職
務
と
し
て
い
た
。光
緒
三
三
年
六
月
二
日（
一
九
〇
七

年
七
月
一
一
日
）
に
は
同
部
に
礼
学
館
を
設
置
し
て
、
立
憲
体
制
の
も
と
で
の
新
た
な
礼
俗
制
度
の
検
討
・
制
定
を
進
め
る
こ
と
に
な
り）

11
（

、

ち
ょ
う
ど
こ
の
上
奏
の
直
前
の
宣
統
元
年
閏
二
月
四
日
（
一
九
〇
九
年
三
月
二
五
日
）
に
進
捗
状
況
が
報
告
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た）

11
（

。
こ

う
し
た
そ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
を
ふ
ま
え
て
、
同
部
に
よ
る
政
策
方
針
は
、
今
後
三
年
以
内
に
「
通
礼
」
の
編
纂
を
完
成
さ
せ
、
そ
の
上
で

四
年
後
か
ら
そ
の
普
及
を
各
部
な
ど
と
共
同
で
推
進
し
て
い
く
こ
と
を
表
明
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
な
お
こ
の
後
の
一
九
一
一
年
の
近
代
内

閣
制
度
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
同
部
は
典
礼
院
に
改
組
さ
れ
、
内
閣
を
構
成
す
る
各
部
と
は
異
な
る
位
置
付
け
の
機
関
に
移
行
し
て
い
る
。

（
三
）
年
次
計
画
概
要

　

同
部
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
よ
う
な
お
お
ま
か
な
年
次
目
標
が
上
奏
文
中
で
述
べ
ら
れ
た
に
と
ど
ま
り
、
別
に
年
次
計
画
は
作
成
さ
れ
な

か
っ
た
。



一
二
二

　

註
（
１
）  
千
葉
正
史
「
清
末
行
政
綱
目
訳
註
（
一
）」『
東
洋
大
学
文
学

部
紀
要
』
第
六
五
集
史
学
科
篇
第
三
七
号
（
二
〇
一
二
年
三

月
）。

（
２
）  「
憲
政
編
査
館
資
政
院
会
奏
憲
法
大
綱
曁
議
院
法
選
挙
法
要

領
及
逐
年
籌
備
事
宜
摺
」、『
清
末
籌
備
立
憲
檔
案
史
料
』（
故

宮
博
物
院
明
清
檔
案
部
編
、
中
華
書
局
、
一
九
七
九
年
。
以

下
『
檔
案
史
料
』
と
略
）
五
四
〜
六
七
頁
。

（
３
）  

そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
熊
達
雲
『
近
代
中
国
官

民
の
日
本
視
察
』（
成
文
堂
、
一
九
九
八
年
）
三
四
六
〜

三
四
九
頁
に
、
全
箇
条
の
日
本
語
訳
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）  『
大
清
徳
宗
景
皇
帝
実
録
』（
以
下
『
徳
宗
実
録
』
と
略
）
巻

五
九
五
、
光
緒
三
十
四
年
八
月
甲
寅
朔
。

（
５
）  『
徳
宗
実
録
』
巻
五
九
六
、
光
緒
三
十
四
年
九
月
辛
亥
。

（
６
）  『
大
清
宣
統
政
紀
』（
以
下
『
政
紀
』
と
略
）
巻
三
、
光
緒

三
十
四
年
十
一
月
丁
未
。

（
７
）  

な
お
、
各
部
の
う
ち
、
財
政
を
主
管
す
る
度
支
部
に
つ
い
て

は
、
現
在
検
討
結
果
の
上
奏
文
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
が
、
以
下
の
史
料
よ
り
、
推
進
す
べ
き
政
策
内
容
が
基
本

的
に
逐
年
籌
備
事
宜
に
よ
っ
て
包
括
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

独
自
の
計
画
立
案
は
見
送
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。「
覆
核

各
衙
門
九
年
籌
備
未
尽
事
宜
清
単
」、『
檔
案
史
料
』
七
三
〜

七
八
頁
。

（
８
）  「
国
立
故
宮
博
物
院
図
書
文
献
館
所
蔵
清
代
宮
中
檔
奏
摺
及

軍
機
処
檔
摺
件
」
一
七
六
九
七
七
号
、
宣
統
元
年
三
月
八
日

大
理
院
正
卿
定
成
等
奏
。『
政
紀
』
巻
十
一
、
宣
統
元
年
三

月
丁
巳
。

（
9
）  「
覆
核
各
衙
門
九
年
籌
備
未
尽
事
宜
清
単
」、『
檔
案
史
料
』

七
三
〜
七
八
頁
。

（
１0
）  

例
え
ば
郵
伝
部
に
つ
い
て
は
、
郵
政
・
船
舶
行
政
の
両
分
野

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
年
次
計
画
を
追
加
立
案
し
て
い
る
。

「
接
収
郵
政
並
分
年
籌
備
辧
法
摺
」、『
郵
伝
部
奏
議
類
編
・

続
編
』(

『
近
代
中
国
史
料
叢
刊
』
第
十
四
輯
、文
海
出
版
社
）

二
三
九
三
〜
二
三
九
八
頁
。
交
通
部
・
鉄
道
部
交
通
史
編
纂

委
員
会
『
交
通
史
総
務
編
』（
南
京
、交
通
部
、一
九
三
七
年
）

第
五
章
二
一
三
〜
二
一
七
頁
。
ま
た
、
千
葉
正
史
『
近
代
交

通
体
系
と
清
帝
国
の
変
貌
―
―
電
信
・
鉄
道
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
形
成
と
中
国
国
家
統
合
の
変
容
―
―
』（
日
本
経
済
評
論

社
、
二
〇
〇
六
年
）
の
二
七
二
〜
二
七
六
頁
を
参
照
。

（
１１
）  「
憲
政
編
査
館
会
奏
設
立
専
科
考
核
議
院
未
開
前
応
行
籌
備

事
宜
酌
擬
章
程
摺
」、『
檔
案
史
料
』
六
九
〜
七
一
頁
。

（
１２
）  「
憲
政
編
査
館
会
奏
覆
核
各
衙
門
九
年
籌
備
未
尽
事
宜
摺
」、

『
檔
案
史
料
』
七
一
〜
七
三
頁
。

（
１３
）  
前
掲
拙
著
『
近
代
交
通
体
系
と
清
帝
国
の
変
貌
』
の
二
七
六

〜
二
七
七
頁
を
参
照
。

（
１４
）  

韋
慶
遠
・
高
放
・
劉
文
源
『
清
末
憲
政
史
』（
北
京
、
中
国



一
二
三

清
末
に
お
け
る
各
部
立
案
籌
備
立
憲
九
ヶ
年
計
画

人
民
大
学
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）
二
六
四
〜
二
六
六
頁
。

（
１５
）  
高
放
等『
清
末
立
憲
史
』（
北
京
、華
文
出
版
社
、二
〇
一
二
年
）

二
二
七
〜
二
二
八
頁
。

（
１６
）  

彭
剣『
清
季
憲
政
編
査
館
研
究
』（
北
京
、北
京
大
学
出
版
社
、

二
〇
一
一
年
）
二
六
四
〜
二
六
六
頁
。

（
１７
）  

中
国
第
一
歴
史
檔
案
館
編
『
光
緒
朝
硃
批
奏
摺
』（
北
京
、

中
華
書
局
、
一
九
九
六
年
）
第
三
三
輯
「
八
九
号　

各
衙
門

奏
逐
年
籌
備
事
宜
目
録
」。
な
お
文
書
の
作
成
時
期
を
め
ぐ
っ

て
は
、
同
書
は
光
緒
三
四
年(

一
九
〇
八)

と
実
際
よ
り
一
年

早
め
て
記
載
し
て
い
る
一
方
で
、『
清
季
憲
政
編
査
館
研
究
』

は
一
九
一
〇
年
の
前
半
期
と
、
逆
に
実
際
よ
り
一
年
遅
ら
せ

る
誤
認
を
犯
し
て
い
る
。

（
１８
）  『
政
紀
』
巻
一
〇
、
宣
統
元
年
閏
二
月
戊
戌
、
癸
卯
、
甲
辰
、

丙
午
、
丁
未
、
戊
申
、
己
酉
。

（
１9
）  

劉
錦
藻
纂
『
清
朝
続
文
献
通
考
』
巻
三
九
六
憲
政
考
四
。

（
２0
）  

千
葉
正
史
「
郵
伝
部
籌
備
立
憲
九
ヶ
年
計
画
―
交
通
政
策
史

上
に
お
け
る
清
末
立
憲
改
革
の
位
置
」（『
近
き
に
在
り
て
』

第
三
九
号
、二
〇
〇
一
年
）。
後
、改
稿
の
上
で
、前
掲
拙
著『
近

代
交
通
体
系
と
清
帝
国
の
変
貌
』
に
第
五
章
「
政
治
体
制
の

改
革
と
近
代
交
通
行
政
の
成
立
」
と
し
て
収
録
。

（
２１
）  

例
え
ば
郵
伝
部
・
農
工
商
部
・
民
政
部
・
吏
部
・
法
部
・
学
部
・

礼
部
の
上
奏
文
お
よ
び
年
次
計
画
に
つ
い
て
は
、『
大
清
宣

統
新
法
令
』に
収
録
さ
れ
て
い
る（『
大
清
新
法
令　

点
校
本
』

（
商
務
印
書
館
、
二
〇
一
〇
年
）
第
五
巻
）。
た
だ
し
、
上
奏

文
に
若
干
の
省
略
が
あ
る
。

（
２２
）  

以
下
、
千
葉
正
史
「
台
北
故
宮
博
物
院
に
お
け
る
清
末
奏
摺

史
料
の
所
蔵
と
利
用
の
現
状
に
つ
い
て
―
―
Ｉ
Ｔ
化
に
よ
る

情
報
公
開
環
境
の
変
革 

」（『
近
き
に
在
り
て
』
第
四
六
号
、

二
〇
〇
四
年
）
を
参
照
。

（
２３
）  

度
支
部
に
よ
る
籌
備
立
憲
の
計
画
検
討
に
つ
い
て
は
、
先
に

挙
げ
た
「
各
衙
門
奏
逐
年
籌
備
事
宜
目
録
」
に
「
度
支
部
奏

摺
一
件
」
と
記
さ
れ
て
い
る
ほ
か
（『
光
緒
朝
硃
批
奏
摺
』

第
三
三
輯
「
八
九
号　

各
衙
門
奏
逐
年
籌
備
事
宜
目
録
」）、

憲
政
編
査
館
に
よ
る
計
画
検
討
結
果
を
述
べ
た
「
覆
核
各
衙

門
九
年
籌
備
未
尽
事
宜
清
単
」（『
檔
案
史
料
』
七
三
〜
七
八

頁
）
に
も
度
支
部
の
奏
摺
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
年
次
計
画

の
立
案
は
見
送
っ
た
も
の
の
、
検
討
は
な
さ
れ
た
こ
と
が
確

認
で
き
る
。
た
だ
、『
大
清
宣
統
政
紀
』
に
は
同
部
の
計
画

提
出
に
関
す
る
記
事
が
見
出
さ
れ
ず
、
理
由
は
不
明
で
あ
る

が
、
提
出
に
際
し
て
他
の
部
と
は
異
な
る
取
り
扱
い
を
受
け

た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

（
２４
）  

な
お
現
在
は
、
基
本
的
に
史
料
の
画
像
デ
ー
タ
化
が
な
さ
れ

て
お
り
、
閲
覧
は
パ
ソ
コ
ン
を
使
用
し
て
画
像
フ
ァ
イ
ル
の

形
で
見
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

（
２５
）  
同
館
の
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
圖
書
文
獻
館
」(U

RL:http://
tech2.npm

.edu.tw
/m

useum
/index.aspx?lang=zh-tw

)



一
二
四

よ
り
、「
資
料
庫
檢
索
」
の
「
清
代
宮
中
檔
奏
摺
及
軍
機
處

檔
摺
件
資
料
庫
」
で
所
蔵
デ
ー
タ
の
検
索
が
可
能
で
あ
る
。

（
２６
）  
一
九
〇
六
年
（
光
緒
三
二
年
）
の
官
制
改
革
で
理
藩
院
よ
り

改
組
設
置
。

（
２７
）  

奏
摺
の
原
本
と
副
本
と
の
明
確
な
差
異
と
し
て
は
、
前
者
が

字
を
崩
さ
ず
楷
書
で
書
か
れ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
行
書

の
崩
し
字
で
書
か
れ
て
お
り
、
各
部
よ
り
提
出
さ
れ
た
年
次

計
画
提
出
の
奏
摺
が
楷
書
で
あ
る
中
で
、
外
務
部
か
ら
の
奏

摺
の
み
は
行
書
で
書
か
れ
て
い
る
。
副
本
の
方
が
「
録
副
奏

摺
」
中
に
保
管
さ
れ
た
理
由
と
し
て
は
、
原
本
に
は
「
硃
批
」

で
決
裁
が
書
き
込
ま
れ
た
こ
と
で
、「
硃
批
奏
摺
」
中
に
分

類
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
取
り
扱
い
の
差
異

が
生
じ
た
理
由
は
不
明
で
あ
る
。

（
２８
）  『
徳
宗
実
録
』
巻
五
七
五
、
光
緒
三
十
三
年
六
月
辛
酉
。

（
２9
）  『
政
紀
』
巻
九
、
宣
統
元
年
閏
二
月
甲
申
。


